
平成２０年第３回防府市議会定例会会議録（その５） 

 

○平成２０年９月２４日（水曜日） 

    

○議事日程 

  平成２０年９月２４日（水曜日）   午前１０時 開議 

   １ 開  議 

   ２ 会議録署名議員の指名 

３ 認定第 １号 平成１９年度防府市水道事業決算の認定について 

         （水道事業決算特別委員会委員長報告） 

４ 議案第６１号 平成２０年度防府市一般会計補正予算（第２号） 

         （各常任委員会委員長報告） 

５ 議案第６２号 平成２０年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

         （総務委員会委員長報告） 

     議案第６３号 平成２０年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議案第６５号 平成２０年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

     議案第６６号 平成２０年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号） 

     議案第６７号 平成２０年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

     議案第６８号 平成２０年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

            （以上教育民生委員会委員長報告） 

議案第６４号 平成２０年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

         （建設委員会委員長報告） 

   ６ 報告第２０号 平成１９年度防府市一般会計継続費精算報告について 

７ 報告第２１号 平成１９年度防府市公共下水道事業特別会計継続費精算報告に

ついて 

８ 報告第２２号 平成１９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について 

９ 認定第 ２号 平成１９年度決算の認定について 

   10 議案第６９号 工事請負契約の締結について 

   11 議案第７０号 防府市議会委員会条例中改正について 
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   12 議案第７１号 防府市議会図書室条例及び防府市議会政務調査費の交付に関す

る条例中改正について 

     議案第７２号 防府市議会会議規則中改正について 

   13 常任委員会の閉会中の継続調査について 

    

○本日の会議に付した事件 

   目次に記載したとおり 

    

○出席議員（２９名） 

       １番  原 田 洋 介 君      ２番  髙 砂 朋 子 君 

       ３番  重 川 恭 年 君      ４番  山 本 久 江 君 

       ５番  弘 中 正 俊 君      ６番  藤 本 和 久 君 

       ７番  河 杉 憲 二 君      ８番  松 村   学 君 

       ９番  斉 藤   旭 君     １０番  横 田 和 雄 君 

      １１番  深 田 慎 治 君     １２番  馬 野 昭 彦 君 

      １３番  大 村 崇 治 君     １４番  今 津 誠 一 君 

      １５番  安 藤 二 郎 君     １６番  平 田 豊 民 君 

      １７番  木 村 一 彦 君     １８番  三 原 昭 治 君 

      １９番  山 根 祐 二 君     ２０番  伊 藤   央 君 

      ２１番  藤 野 文 彦 君     ２２番  山 下 和 明 君 

      ２３番  田 中 健 次 君     ２４番  中 司   実 君 

      ２５番  山 田 如 仙 君     ２６番  久 保 玄 爾 君 

      ２７番  河 村 龍 夫 君     ２８番  佐 鹿 博 敏 君 

      ３０番  行 重 延 昭 君 

    

○欠席議員 

  なし 

    

○説明のため出席した者 

  市 長 松 浦 正 人 君  副 市 長 嘉 村 悦 男 君 

  会 計 管 理 者 内 藤 和 行 君  財 務 部 長 吉 村 廣 樹 君 

  総 務 部 長 浅 田 道 生 君  総 務 課 長 原 田 知 昭 君 
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  生 活 環 境 部 長 古 谷 友 二 君  産 業 振 興 部 長 阿 部 勝 正 君 

  土木都市建設部長 阿 部 裕 明 君                  惠 藤   豊 君 土木都市建設部 
理      事 

  健 康 福 祉 部 長 田 中   進 君  教 育 長 岡 田 利 雄 君 

  教 育 次 長 山 邊   勇 君  水道事業管理者 中 村   隆 君 

  水 道 局 次 長 本 廣   繁 君  消 防 長 武 村 一 郎 君 

  監 査 委 員 和 田 康 夫 君  入 札 検 査 室 長 安 田 節 夫 君 

           林   國 明 君           古 谷 秀 雄 君 
選挙管理委員会 農 業 委 員 会 
事 務 局 長 事 務 局 長 

  監査委員事務局長 松 吉   栄 君  監 査 委 員 深 田 慎 治 君 

    

○事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長 中 村 武 文 君   議会事務局次長   村 和 幸 君 

    

午前１０時    開議 

○議長（行重 延昭君） 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

    

  会議録署名議員の指名 

○議長（行重 延昭君） 本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。２２番、山下議

員、２３番、田中議員、御両名にお願い申し上げます。 

 議事日程につきましては、お手元に配付しております日程に基づいて進行したいと思い

ますので、よろしく御協力のほど、お願い申し上げます。 

    

  あいさつ 

○議長（行重 延昭君） この際、さきの本会議において、防府市教育委員会委員に選任

されました松本和氏のごあいさつを受けます。 

        〔教育委員会委員 松本  和君 登壇〕 

○教育委員会委員（松本  和君） 私、今回第２期目の教育委員を仰せつかりました松

本和でございます。 

前回、皆様方の御指導により教育について勉強させていただきました。今期もこれを

もとに、もとより浅学非才でございますが、より一層努力し、任期を全うする所存でござ

います。どうか、よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

    

口
土 

○議長（行重 延昭君） この際、教育次長より、さきの本会議における、伊藤議員の質
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問に対する答弁を訂正したい旨の申し出がございましたので、これを許します。 

 教育次長。 

○教育次長（山邊  勇君） 去る９月２日の伊藤議員の御質問におきまして、お手元の

申し出のとおり字句を訂正させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

    

認定第１号平成１９年度防府市水道事業決算の認定について 

○議長（行重 延昭君） 次に認定第１号を議題といたします。本件については、水道事

業決算特別委員会に付託されておりましたので、委員長の報告を求めます。 

平田水道事業決算特別委員長。 

        〔水道事業決算特別委員長 平田 豊民君 登壇〕 

○１６番（平田 豊民君） 認定第 1 号平成１９年度防府市水道事業決算の認定につきま

して、去る９月１２日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果につい

て御報告申し上げます。 

  本決算につきましては、さきに監査委員から審査意見書が提出されておりますが、委員

会といたしましては、執行部からの参考資料により説明を受け、審査を行ったものでござ

います。 

はじめに、水道事業会計決算について申し上げます。 

業務量につきましては、年間総有収水量は１，２７２万８，８０３立方メートルで、

前年度と比較すると２万２，８３４立方メートル増加しております。 

有収水量率につきましては、水道管破損に伴う漏水及び配水管洗浄作業用水の増加等

により、前年度実績を０．８ポイント下回る８９．６％になっております。 

建設改良事業では、管網整備・未給水地区等への配水管の布設工事、経年管や石綿セ

メント管の布設替工事並びに寿第二水源地残留塩素計設置工事等が実施されております。 

これらの事業等を実施した結果、収益的収支については２億９，８２２万２，６８３

円の当年度純利益となり、資本的収支については９億４，０９２万５，５８０円の収入不

足を生じましたが、この不足額は、損益勘定留保資金や減債積立金などで補てんされてお

ります。 

また、地方公共団体の公債費負担の軽減を図るため、平成１９年度から平成２１年度

まで、３年間の臨時特例措置として実施された補償金免除繰上償還制度を活用し、縁故債

を財源に、約１１億８，０００万円の高金利債の繰上償還が行われております。 

さらに、平成１９年度から平成２１年度までの３カ年の継続事業であります人丸水源
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地の改良工事は、建築基準法の改正に伴い、建築確認審査に不測の日数を要し、工事着工

がおくれたことにより、平成１９年度事業費１億３，８００万円の全額が、平成２０年度

に逓次繰越されております。 

なお、当年度未処分利益剰余金のうち、当年度純利益相当額２億９，８２２万２，６８３

円を減債積立金として処分し、残額を翌年度に繰り越すものです。 

審査の過程における質疑等の主なものといたしまして、「当直業務等を民間委託すると

いうことで、昨年１２月の補正予算に債務負担行為と、研修費用として委託料が計上され

ていたが、その研修はどのような形で行われたのか。また、民間委託のその後の状況はど

うなのか」との質疑に対し、「民間委託の開始に当たりまして、当初は研修期間を経て、

４月１日から本格的に当直に当たっていただくという予定でしたが、いわゆる偽装請負の

おそれがあるとのことで山口労働局とも相談をいたしました。その結果、研修については、

その期間、受託先からの特定労働者派遣という形で実施し、業務をしっかり覚えていただ

いた上で４月１日からの業務委託を開始することといたしました。現在まで約半年近く経

過いたしましたが、市民の皆様からの苦情は１件もなく、業務上も支障が出ておりません。

民間業者のスキルも非常に高いものがあり、日ごろの運転管理から料金の収受まで、全く

問題なく経過いたしております」との答弁がございました。 

また、「高金利の企業債については、平成１９年度から臨時特例措置が実施され、補償

金免除の繰上償還が実現したが、これを活用することでどの程度のメリットが見込まれる

のか」との質疑に対し、｢繰上償還につきましては、平成１９年度は６．７％以上の企業

債を低利で借りかえた上で実施いたしております。平成２０年度は利率６％以上のも

のを繰上償還する予定でございますので、繰上償還のメリットは将来にわたって約３億

６，０００万円を見込んでおります」との答弁がございました。 

さらに、「未給水区域の配水管布設工事は、施工距離に対して給水対象となる件数が少

ない。水道事業の公営という考え方の中でこのような整備をしていくのであれば、今後の

課題として、一定のルールをつくって一般会計からの繰り入れを考えてはどうか」との質

疑に対し、「未給水区域の配水管布設工事については、地方公営企業法第３条の公共の福

祉の増進に資することという趣旨に沿って行っているものでございます。一般会計からの

繰り入れにつきましては、本市の水道普及率の現状では、水道の恩恵に浴しておられない

方が１割程度いらっしゃいますし、また、水道事業には独立採算という観点もありますの

で、未給水区域の配水管布設に係る工事費は、経営努力の中で吸収していきたいと考えて

おります」との答弁がございました。 

  次に、工業用水道事業会計決算について申し上げます。 
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  収益的収支については１，２４２万１，６０１円の当年度純利益となり、資本的収支に

ついては２８７万６，７４２円の収入不足を生じましたが、この不足額は損益勘定留保資

金等で補てんされております。なお、当年度未処分利益剰余金のうち７０万円を法定利益

積立金として処分し、残額を翌年度に繰り越すものです。 

工業用水道事業会計決算につきましては、執行部の説明を了とし、御報告申し上げる

事項はございませんでした。 

  審査を尽くしたところで、認定についてお諮りいたしましたところ、「当初予算に反対

いたしました消費税が料金に賦課されていること、昨年１２月補正予算に反対いたしまし

た新たに委託する当直業務に疑義があることや、市民の命に直結するライフラインである

水道を、公が直接責任を持たずに民間に委託することは承認しがたい｣との反対意見がご

ざいましたので、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案のとおり承認した次第で

ございます。 

  以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君） ただいまの委員長報告に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結して討論を求めます。 

１７番、木村議員。 

○１７番（木村 一彦君） この水道事業決算は認定しがたい旨、討論をいたします。 

 先ほどの委員長報告にもありましたが、昨年１２月に一部業務委託を民間事業者にする

ということになりました。これは今、極めて限定された業務だということになっておりま

すが、しかし、過日の行政改革委員会における水道当局の答弁の中を見ますと、これはや

がて全体の業務に拡大していって、大幅な人員削減を民間委託によって図るということも

明らかにされております。 

 そういう点では、先ほどの委員長報告にありましたように、市民の本当に命に直結する

ライフラインでありますから、これを民間事業者に委託するということは地方自治体の本

来の任務に反するということで、こういう事業を予算化していることを認めがたい、この

決算を認めがたいという旨、討論をいたします。 

○議長（行重 延昭君） ２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） 昨年の１２月、補正予算で審議をいたしました当直業務の委

託料がこの決算の中に含まれております。 

この業務委託は偽装請負の疑義があり、実際に研修では、委託ではなく労働者派遣で

行われております。また、何よりも住民の安全安心、プライバシー保護などの専門性・継
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続性の確保ができるのかなどの疑念もございます。また、予算審議の際に申し上げました

が、憲法のいう応能負担原則が租税制度のあり方のみならず、地方自治体の使用料等にも

貫かなければならないと考えております。その点で、消費税を使用料等に上乗せすること

は問題であり、賛成しがたい旨、態度表明いたします。 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。本件については、反対の意

見もありますので、起立による採決といたします。認定第１号については、委員長の報告

のとおり、これを認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

        〔賛成者 起立〕 

○議長（行重 延昭君） 起立多数でございます。よって、認定第１号については、原案

のとおり認定することに決しました。 

    

議案第６１号平成２０年度防府市一般会計補正予算（第２号） 

  （各常任委員会委員長報告） 

○議長（行重 延昭君） 議案第６１号を議題といたします。本案は、各常任委員会に付

託されていましたので、まず、総務委員長の報告を求めます。松村総務委員長。 

        〔総務常任委員長 松村  学君 登壇〕 

○８番（松村  学君） さきの本会議におきまして、各常任委員会に付託となりまし

た議案第６１号平成２０年度防府市一般会計補正予算（第２号）中、総務委員会所管

事項について、去る９月１６日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯

と結果について御報告申し上げます。 

今回の補正の主な内容といたしまして、歳入面では、ふるさと寄附金と、繰越金は

平成１９年度決算に伴う繰越額が確定したことから、既計上額との差額を補正してお

ります。また、財団法人日本防火協会の幼年消防用活動資器材助成金を諸収入に計上

しています。 

歳出面では、企画費においてふるさと寄附金に係る事務経費を計上し、電子計算費は、

ホストコンピュータのリース期間が９月末で満了となり、１０月からは、継続使用に伴う

機器保守のみとなるため、使用料及び賃借料から委託料へ組み替えるものでございます。 

また、賦課徴収費では、地方税法の改正に伴い、平成２１年１０月より公的年金から

の個人住民税の特別徴収制度が開始されることから、電算システムの開発経費を計上して

います。 

常備消防費は、財団法人日本防火協会の幼年消防用活動資器材助成事業の内示決定に

伴う備品購入費と、奈美地区の私設消防隊の可搬消防ポンプ購入に対する一部補助金を計
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上しています。 

委員会といたしましては、特に御報告申し上げる質疑等もなく、執行部の説明を了

とし、全員異議なく、原案のとおり承認いたした次第でございます。 

以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 次に、教育民生委員長の報告を求めます。河村教育民生委員長。 

        〔教育民生常任委員長 河村 龍夫君 登壇〕 

○２７番（河村 龍夫君） さきの本会議におきまして、教育民生委員会に付託となりま

した議案第６１号平成２０年度防府市一般会計補正予算（第２号）中、教育民生委員会所

管事項につきまして、去る９月１７日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経

緯と結果について御報告申し上げます。 

今回の補正では、歳入につきましては、乳幼児健康支援一時預り事業の制度変更に伴

う、国庫支出金から県支出金への組み替え及び増額の補正のほか、住宅・建築物耐震改修

等事業費補助金が計上されているものでございます。 

次に、歳出につきましては、まず、民生費では社会福祉費において、国民健康保険制

度から後期高齢者医療制度に移行した者の「はり・きゅう」利用者が増加したことによる

はり・きゅう施術助成費の増額補正が計上されているものでございます。 

児童福祉費において、乳幼児健康支援一時預り事業の制度変更に伴う委託料の増額が

計上されているものでございます。 

次に、教育費では、小学校費において、勝間小学校の２次耐震診断及び補強計画策定

業務の委託料が計上されているものでございます。保健体育費において、松崎小学校と新

田小学校の給食調理等業務及び学校給食センターの給食調理等業務の委託業者を選定する

ための経費が計上されているものでございます。 

また、債務負担行為の補正につきましては、小学校給食調理等業務委託事業及び学校

給食センター調理等業務委託事業について、平成２１年度から平成２３年度までの債務負

担が計上されているものでございます。 

審査の過程における主な質疑につきましては、｢９月から学校給食の一部業務委託が開

始された華城・中関小学校は、さきに保護者や学校などに説明を行った後に、議会に議案

が提出されたが、今回の松崎・新田小学校は、保護者等への説明をせずに、先に議会に議

案を提出したのはなぜか｣との質疑に対し、「小学校給食の一部業務委託については、既に

市内の全小学校の保護者にはリーフレットを配布、市民には市広報によりお知らせしてい

ますので、皆様方には一定の御理解を得ていると感じております。今後、実施する学校に

つきましては、まず議会の御理解を得て、具体的な説明に入りたいと考えております。中
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関・華城小学校の学校給食調理等一部業務委託を進める中で、保護者や先生がどのような

疑問や不安をお持ちであるか直接お聞きしましたので、この経験をもって、今後実施する

松崎小学校、新田小学校の保護者や先生には、しっかりと説明してまいります」との答弁

がございました。 

 また、｢今回の業務委託から、管理栄養士の配置基準を見直したのはなぜか｣との質疑に

対し、「管理栄養士の配置については、調理等業務を委託する学校には学校栄養士の配置

がありますが、より安全に民間委託するためにその配置を要求水準書に入れておりました。

しかしながら、入札において最終的に業者の応募が１者であったこともあり、改めて管理

栄養士の配置について検討しましたところ、基本的には、栄養士はいわゆる栄養管理を仕

事とし、加えて管理栄養士は病気の方に個人的な栄養指導をするのが主な仕事であること

がわかりました。このようなことから、学校給食の調理業務において管理栄養士を確保す

ることが難しいこともわかりました。学校に配置している学校栄養士についても管理栄養

士の必置義務はありません。また、他市の状況について改めて調査したところ、管理栄養

士を必置条件にしているところはありませんでした。これらの状況を考慮いたしまして、

見直したものであります」との答弁がありました。 

さらに、「健康増進法施行規則では、１回３００食または１日７５０食以上の食事を供

給する給食施設では、少なくとも１人の管理栄養士の配置が努力義務となっている。この

ことをどう考えているのか」との質疑に対し、「健康増進法の管理栄養士配置基準につい

て、防府健康福祉センターに確認したところ、同一メニューの場合には１回３００食以上

ではなく、１日７５０食以上が適用されるとのことでした。学校給食は現在のところ健康

増進法に基づき、管理栄養士の配置は義務付けられておりませんが、学校給食も同一メニ

ューであることから、これらを参考に今回の見直しで、７５０食以上を管理栄養士の配置

の区切りとしたものです。管理栄養士の配置基準は見直しましたが、他市と比べても同等、

それ以上の基準を設けていると考えております」との答弁がございました。 

審査を尽くしましたところ、修正案が提出されました。 

その内容につきましては、１０款教育費５項保健体育費の補正額５万１，０００円か

ら、小学校給食調理等一部業務委託業者選定委員会委員謝礼３万４，０００円を減額し、

その相当額を１４款予備費１項予備費に増額する。またあわせて、債務負担行為のうち、

小学校給食調理等業務委託事業を削除するというものでございます。 

この提案理由としまして、「第１に、昨年の華城・中関小学校とは異なり、当該校区の

保護者への説明がないまま議会へ議案が提出されており、保護者等への説明をしないで決

めていく今回の手法は問題があること。第２に、調理業務実施体制が華城・中関小学校と

 - 257 -



は異なり、管理栄養士を配置しない体制で進められようとしているが、健康増進法では、

１回３００食または１日７５０食以上の食事を供給する給食施設では、少なくとも１人の

管理栄養士配置を努力義務としており、法の趣旨に沿ったものでないこと。第３に、初年

度の華城・中関小学校の民間委託に際しては、安心安全な給食とするため、要求水準書で

重点をおいた２点のうち、１点は業務実施体制であるが、その重点を置いたはずのものを、

事業の実施検証もないまま変更するのは問題があること。以上の理由により、保護者等へ

の説明をし、業務実施体制について再検討をするため」とのことでございました。 

修正案についてお諮りいたしましたところ、挙手による採決の結果、賛成少数により

修正案を不承認にいたした次第でございます。 

次に、原案について挙手による採決の結果、賛成多数により原案のとおり承認いたし

た次第でございます。 

 以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 次に、経済委員長の報告を求めます。中司経済委員長。 

        〔経済常任委員長 中司  実君 登壇〕 

○２４番（中司  実君）  議案第６１号平成２０年度防府市一般会計補正予算（第２

号）中、経済委員会所管事項につきまして、去る９月１６日、委員会を開催し、審査いた

しましたので、その経緯と結果について御報告申し上げます。 

 今回の補正の内容といたしましては、農業費の農業振興費において、県の補助を受けて

実施される施設園芸省エネルギー化推進事業に対する補助金相当額を事業主体に補助する

経費が計上され、商工費の観光費において「まちの駅」の建設予定地で営業されている方

の移転補償費等を積算する経費が計上されているものです。 

 当委員会といたしましては、特段御報告申し上げる事項もなく、執行部の説明を了とし、

全員異議なく原案のとおり承認した次第でございます。 

 以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 次に、建設委員長の報告を求めます。山田建設委員長。 

        〔建設常任委員長 山田 如仙君 登壇〕 

○２５番（山田 如仙君） ただいま議題となっております、議案第６１号平成２０年度

防府市一般会計補正予算（第２号）中、建設委員会所管事項につきまして、去る９月１７

日に委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告申し上げま

す。 

今回の補正は、歳出につきまして、公共下水道事業において地方公営企業法の企業会

計適用に向け、貸借対照表等の作成に伴う業務委託を行うため、一般会計からの繰出金が
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計上されているものでございます。 

 公共下水道事業への、地方公営企業法の企業会計導入については、国土交通省や総務省

より事業の計画性や透明性、経理内容の明確性の確保に向け、早期に取り組むよう通知が

されております。貸借対照表等の作成に必要な下水道資産の算定には、相当の期間を要す

ることから、早期に事業着手をするため、今回の補正予算に計上されたものです。 

審査の過程におきまして、「企業会計へ移行することにより、一般会計からの繰り入れ

が受けられなくなり、下水道料金が値上げされるということにはならないか」との質疑に

対し、「企業会計へ移行後も、維持管理的な経費に対しては今までどおり、一般会計から

の繰り入れが可能です。よって、下水道料金の値上げは今のところ考えておりません」と

の答弁がございました。 

また、「会計制度の変更によって、職員の給与体系等が変更されることはないか」との

質疑に対し、「組織体制については、今後の検討課題ではありますが、企業会計となった

場合でも、利益に応じた人件費にするということにはならないと考えております」との答

弁がありました。 

さらに、「埋設された管渠等、財産の価値を調査・評価することが難しいと思われるも

のもあるが、どのような方法で評価を行うのか。また、今後どのようなスケジュールで調

査をするのか」との質疑に対し、「設計図があるものは、まず設計図を使って評価をしま

す。詳細がわからない場合、管渠等についてはあらゆるデータを使用し、場合によっては

現地確認等を行いながら、実施する予定です。今後のスケジュールにつきましては、まず

管渠の調査から取りかかり、来年度以降に処理場やポンプ場等の調査を行う予定です」と

の答弁がありました。 

審査を尽くしたところで、本案についてお諮りしましたところ、全員異議なく原案の

とおり承認いたした次第でございます。 

どうぞ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） ただいまの各常任委員長の報告に対し、一括して質疑を求めま

す。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 本案については、２３番田中議員ほか、３名の議員から修正の

動議が提出されております。この際、提出者の説明を求めます。２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） それでは、議案第６１号平成２０年度防府市一般会計補正予

算（第２号）についての修正の動議を、提案をいたしたいと思います。 

 第１に昨年の華城・中関小学校とは異なり、当該校区の保護者への説明がないまま議会
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へ議案が提出されており、保護者等への説明をしないで決めていく今回の手法は問題があ

ります。さらに付言すれば、昨年の１２月議会、小学校給食民間委託修正に関する討論の

中で、議員からは、保護者に聞いたところリーフレットはわかりにくい、さらに保護者の

意見聴取が不十分との意見が出されていますが、今回は保護者の意見聴取を全く行わず議

案を提出するものであり、このような議員の意見を無視するものでもあります。 

 第２に、調理業務実施体制が、華城・中関小学校とは異なり、管理栄養士を配置しない

体制で進められようとしております。健康増進法及び同施行規則では、１回３００食また

は１日７５０食以上の食事を供給する給食施設では、少なくとも１人の管理栄養士配置を

努力義務としており、法の趣旨に沿ったものではありません。 

 第３に、初年度の華城・中関小学校の民間委託に際しては、教育委員会は安心安全な給

食とするため、要求水準書で調理業務実施体制を、重点をおいた２点のうちの１点として

おりますが、それを事業の検証もないまま変更するのは問題があります。 

 以上の理由により、保護者等への説明を実施し、調理業務実施体制について再検討する

ため、この修正案を提出するものであります。 

 修正内容といたしましては、修正案の第１表歳入歳出予算補正で示しておりますが、

１０款教育費５項保健体育費を、原案では５万１，０００円でありますものを１万７，０００

円に減額をし、差額を予備費で調整するものであります。削減の中身は、２目学校給食費

８節報償費で選定委員会報酬として計上されている予算のうち、小学校給食民間委託にか

かわるもの３万４，０００円を削除するものであります。さらに第２表の債務負担行為の

小学校給食調理に係る９，３７３万２，０００円を削除するものであります。 

 以上、御提案申し上げます。よろしく、御賛同くださるようお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） ただいまの提出者の説明に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結して、修正案及び原案について一括して討論を求め

ます。１７番、木村議員。 

○１７番（木村 一彦君） 修正案に賛成する立場で討論いたします。 

 さきの華城・中関小学校と違って、今回、新田・松崎小学校の業務委託に当たっては、

保護者への説明をしないまま議案を上程しているというその理由の中に、すべての保護者

にリーフレットを渡しておるし、市広報でもこれは伝えてあるということを言われており

ます。 

しかし、考えてみれば、華城・中関小学校の場合でも、既にリーフレットはすべての

保護者に手渡されておったわけですし、また広報等も多くの皆さんが見ておられたにもか
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かわらず、この中関・華城小学校では、保護者の中から反対の声がたくさん起こりまして、

結果的には７７０世帯の保護者がこの民間委託、業務委託に反対するという署名を集めて

教育長や市長に提出されております。だから、リーフレットや広報を見たからそれで十分

だとは決して言えないということは、はっきり言えると思うんです。 

それからもう一つ、先ほど提出者の説明にもありましたが、今回、業者のハードルを

下げて、管理栄養士を必要としていたものをいわば格下の栄養士で十分とするということ

にされたわけですが、その理由は、要するに業者がいない、管理栄養士の募集が難しい、

こういうことであります。 

こういう論理でいくと、業者の都合で、あるいはそのときの事情で、子どもたちの給

食はどんどん安全性が切り下げられていく、ハードルが下げられていく、ということにつ

ながってくるわけでありまして、こういう姿勢で臨まれたんでは、子どもたちや保護者、

ひいては市民はたまったもんではないということでありまして、そういう点でもこの修正

案に賛成したいと思うわけであります。 

以上です。 

○議長（行重 延昭君） ２０番、伊藤議員。 

○２０番（伊藤  央君） この修正案に賛成の立場から討論をいたします。 

 これまでもずっと指摘をさせていただいたことですが、小学校給食の調理業務、直営か

ら民間委託することへの教育的効果というものが、いまだ示されておりません。また、指

摘があったように管理体制、また自校方式、親子方式ということにも教育委員会の姿勢は

二転三転しており、この行革効果というものについても甚だ疑わしいというふうに考えて

おります。 

この防府市の行革全般に言えることでありますが、明確なビジョンというものが示さ

れず、ただコスト削減だけを追求すると、こういった行革のやり方は悪い行革であるとい

うふうに考えております。 

これが顕著に現れたのが、この給食の民間委託ということでありまして、この最たる

例がよりによって教育の現場に出てくるということは、非常に遺憾に感じております。 

以上のことから、この修正案に賛成の立場を表明します。 

○議長（行重 延昭君） ６番、藤本議員。 

○６番（藤本 和久君） 修正案に賛成する理由を２点述べまして、賛成討論とさせてい

ただきます。 

 １点目ですが、今年９月から中関小学校及び華城小学校の学校給食事業の一部が民間委

託されました。目的は、達成できたのか、考えられるリスクは回避できたのか、予想外の
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問題は発生しなかったのか等々を十分に検証もせず、次の段階にいくのは問題があると思

います。来年４月より松崎小学校及び新田小学校の学校給食事業の一部が民間委託される

計画になっていますが、ＰＤＣＡの管理サークルを回さない非常に無謀な計画だと言わざ

るを得ません。 

 ２点目ですが、小学校給食が昭和２５年に開始されて、今日まで５８年間が経過してい

ます。この間に発生した食中毒事件は、昭和６３年７月に１回起きただけでございます。

本当にすばらしい実績だと思います。これもひとえに給食従事者の質の高さにほかなりま

せん。給食従事者の質の高さを維持できるのは、教育者としての誇りと、それを支える十

分な給料だと思います。食の安全は、何物にもかえがたいもので、利潤の追求が至上命令

の民間企業で、食の安全が保たれるのか大いに疑問があります。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については修正の動議

も提出されておりますので、まず、修正案について起立による採決といたします。 

 本修正案については、これを可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

        〔賛成者 起立〕 

○議長（行重 延昭君） 起立少数でございます。よって、議案第６１号の修正案は、否

決されました。 

 次に、原案について起立による採決といたします。 

 本案については原案のとおり、これを可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

        〔賛成者 起立〕 

○議長（行重 延昭君） 起立多数でございます。よって、議案第６１号については、原

案のとおり可決されました。 

    

議案第６２号平成２０年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

（総務委員会委員長報告） 

議案第６３号平成２０年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  議案第６５号平成２０年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６６号平成２０年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６７号平成２０年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６８号平成２０年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（以上教育民生委員会委員長報告） 

議案第６４号平成２０年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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（建設委員会委員長報告） 

○議長（行重 延昭君） 議案第６２号から議案第６８号までの７議案を一括議題といた

します。まず、総務委員会に付託されておりました議案第６２号について委員長の報告を

求めます。松村総務委員長。 

        〔総務常任委員長 松村  学君 登壇〕 

○８番（松村  学君） さきの本会議におきまして、総務委員会に付託となりました、

議案第６２号平成２０年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、去

る９月１６日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告

申し上げます。 

今回の補正の内容といたしましては、歳入において、平成１９年度決算に基づく前年

度繰越金を補正計上するものでございます。 

委員会といたしましては、特に御報告申し上げる質疑等もなく、執行部の説明を了と

し、全員異議なく、原案のとおり承認いたした次第でございます。 

以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君） 次に、教育民生委員会に付託されておりました議案第６３号及

び議案第６５号から議案第６８号について委員長の報告を求めます。河村教育民生委員長。 

        〔教育民生常任委員長 河村 龍夫君 登壇〕 

○２７番（河村 龍夫君） ただいま、議題となっております議案第６３号、議案第６５

号、議案第６６号、議案第６７号及び議案第６８号の５議案につきまして、去る９月１７

日、教育民生委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告申

し上げます。 

今回の補正につきまして、最初に、議案第６３号平成２０年度防府市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）につきましては、平成１９年度決算に基づき、歳入では、

前年度繰越金を計上し、歳出において、平成１９年度療養給付費等の確定に伴う国庫負担

金等の返還金が計上されるとともに、収支差が予備費で調整されているものでございます。 

次に、議案第６５号平成２０年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）及び 

議案第６６号平成２０年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、平成１９年度決算に基づき、歳入では前年度繰越金を計上し、歳出において同額

が予備費として計上されているものでございます。 

次に、議案第６７号平成２０年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、平成１９年度決算に基づき、歳入では支払基金交付金及び国庫支出金の過

年度分の減額を計上し、歳出において県への返還金を計上するとともに、繰上充用金が減
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額されているものでございます。 

次に、議案第６８号平成２０年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の

保険事業勘定につきましては、平成１９年度決算に基づき、歳入では支払基金交付金の精

算及び介護サービス事業勘定からの繰入金並びに前年度繰越金等を計上し、歳出において、

国庫支出金等の過年度分返還金及び剰余金の介護保険給付費準備基金への積立が計上され

るとともに、収支差が予備費で調整されているものでございます。 

また、サービス事業勘定につきましては、平成１９年度決算に基づき、歳入では前年

度繰越金を計上し、歳出においては同額分が保険事業勘定へ繰出金として計上されている

ものでございます。 

 審査を尽くしたところでお諮りいたしましたところ、当委員会といたしましては、５議

案とも、執行部の説明を了といたしまして、全員異議なく、原案のとおり承認いたした次

第でございます。 

 以上、当委員会に付託されました特別会計補正予算の５議案について御報告申し上げま

すので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 次に、建設委員会に付託されておりました議案第６４号につい

て委員長の報告を求めます。山田建設委員長。 

        〔建設常任委員長 山田 如仙君 登壇〕 

○２５番（山田 如仙君） ただいま議題となっております、議案第６４号平成２０年度

防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、去る９月１７日に委員

会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告申し上げます。 

 今回の補正は、先ほどの一般会計における委員会の所管事項の報告でも触れましたが、

地方公営企業法の企業会計の導入に向け、貸借対照表等を作成するためのもので、債務負

担行為の期間及び限度額の設定、また、これに伴う委託経費が計上されているものでござ

います。 

委員会といたしましては、特に御報告申し上げる質疑等もなく、執行部の説明を了と

し、全員異議なく、原案のとおり承認した次第でございます。 

以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） ただいまの各委員長の報告に対し、一括して質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結して、一括して討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。ただいま議題となっており
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ます、議案第６２号から議案第６８号までの７議案については、関係各常任委員長の報告

のとおり、これを可決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第６２号から議案第

６８号までの７議案については、原案のとおり可決されました。 

    

報告第２０号平成１９年度防府市一般会計継続費精算報告について 

○議長（行重 延昭君） 報告第２０号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 報告第２０号平成１９年度防府市一般会計継続費精算報告につ

いて御説明申し上げます。 

 本案は、平成１８年９月定例市議会におきまして、継続費の設定をいただきました本橋

八河内線道路改良事業ほか一事業の継続年度が終了いたしましたので、地方自治法施行令

第１４５条第２項の規定により、御報告申し上げるものでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 以上で、報告第２０号を終わります。 

    

報告第２１号平成１９年度防府市公共下水道事業特別会計継続費精算報告について 

○議長（行重 延昭君） 報告第２１号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 報告第２１号平成１９年度防府市公共下水道事業特別会計継続

費精算報告について御説明申し上げます。 

本案は、平成１７年３月定例市議会におきまして、継続費の設定をいただきました公

共下水道建設事業浄化センター増設工事の継続年度が終了いたしましたので、地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定により、御報告申し上げるものでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（行重 延昭君） 以上で、報告第２１号を終わります。 

    

 報告第２２号平成１９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 

○議長（行重 延昭君） 報告第２２号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 報告第２２号平成１９年度決算に基づく健全化判断比率及び資

金不足比率の報告について御説明申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が本年４月から一部施行され、平成１９年

度決算から地方公共団体の財政の健全性に関する各指標を算定し、公表することが義務づ

けられました。 

 来年４月には、同法が全部施行され、平成２０年度決算からは、決算に基づく各指標が

一定の基準以上の場合には、原則として財政健全化計画等を策定し、財政の早期健全化等

に取り組むことになります。 

本案は、この法律の第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成１９年度決

算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見書をつけて御報告申し上げ

るものでございます。 

まず、平成１９年度決算に基づく健全化判断比率でございますが、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率につきましては、実質収支が黒字であるため、比率なしとなっておりま

す。実質公債費比率につきましては１１．８％、将来負担比率につきましては６５．２％

でございまして、いずれの数値も早期健全化基準を大きく下回っているものでございます。 

次に、平成１９年度決算に基づく資金不足比率でございますが、これは、特別会計の

うち法の規定による公営企業会計に該当する６会計が対象となるものでございます。 

索道事業特別会計、と場事業特別会計、青果市場事業特別会計、水道事業会計及び工

業用水道事業会計につきましては、資金不足を生じておりませんので、比率なしとなって

おります。 

公共下水道事業特別会計につきましては、資金不足比率が４．４％となっております

が、これも経営健全化基準を大きく下回っているものでございます。 

 平成１９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率による本市の財政状況は、

健全性を確保している段階に位置づけられるものではございますが、今後は、より厳しい

財政状況が予測されますので、一層の行財政改革を断行し、財政の健全性を堅持してまい
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りたいと存じます。 

以上、御報告申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本件に対する質疑を求めます。２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） 財政健全化法に基づく、こういう形で報告が初めてこの本議

会に出されたわけでありますが、それでちょっと釈然としないのは、監査委員の意見書が、

これが９月１１日付で出され、それと議案として２４日付でこういう形で報告が提出され

ておりますが、このうち水道事業と、それから工業用水道事業については、既に決算審議

が終わったわけでありますが、地方自治法で決算というそういう制度があり、それから、

今のこの新しい法律で、こういう形の報告があるわけですけれども、本来であれば、こう

いう数字は決算の審議の前に示されて、あわせて議論されるべきじゃないかと。 

 防府市の場合、この数字は、今、問題があるような数字ではありませんけれども、この

辺についてどういうふうに考えられているのか、お示し願いたいと思います。 

○議長（行重 延昭君） 財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） 今、田中議員さんから、今回の健全化判断比率を水道決算

の前に出してはどうかと、出すべきではないかという御質問でございますけれど、今回、

私どもこの指標を出したのが初めてでございます。 

ことしからということで、私ども一生懸命作業したんでございますが、国のほうの算

定の方法、いろいろ数回変わりました。やっと監査委員のほうに提示申し上げたのが、８

月１２日ということでございまして、かなり作業が難航いたしました。こういったことも

ございまして、私ども物理的に、非常に厳しい面がございました。 

しかし、今回、これをやり遂げることができまして、次回からはある程度の自信を持

っておるわけなんですが、この資金不足比率が、今回、連結実質赤字比率、こういったも

のに全部連動しております。こういったことから、水道会計だけ別にこうして報告するの

がいいのか、または同時にすべて終わった段階で出すのがいいのか、この辺は今からよく

検討させていただきたいと思います。 

今、申しましたように、ある程度、今回はいろいろ経験を積みましたので、次回から

は、物理的には可能な面もございますので、その辺は前向きな方向で、次回からは検討さ

せていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（行重 延昭君） ２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） 今回いただきました報告だと、防府市は健全化基準にひっか

かるようなそういうものではありませんが、法律をよく読みますと、これにひっかかると
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いうことであれば、健全化計画ですか、これを年度内につくらなくてはいけないと。計画

を年度内につくれば、その計画に従ってその実施状況を――その翌々年度になるわけです

かね、実施状況を決算の結果を見て、議会に報告をしなければならないのが９月３０日と

いうことになっています。 

 防府市は、まだ、そういう計画をつくらなければならないような財政状況ではありませ

んが、そうやって法律を見ていくと、９月３０日に、決算に基づく、そういう実施状況の

報告を議会にするということが法律で義務づけられているわけですよね、まあ、防府市は

義務づけられる状況ではありませんが。そういった法律の枠組みを考えると、これは決算

そのもの、一般会計、特別会計の決算も９月議会中にやるということを、この法律は想定

しているというふうに、私には読めます。 

 現状は、９月議会の最終本会議に提案をして、１０月ないし、１０月に閉会中の審査と

いう形ですけれども、今後はその辺のことも課題になってくるのではないかと。そういう

形で、９月議会で決算をすべてする形になれば、今回のようなちぐはぐな問題も生じない

ということになりますので、この辺は少し時間がかかるかもしれませんが、今後の課題と

して受けとめていただきたいというふうに要望して終わります。 

○議長（行重 延昭君） 以上で、報告第２２号を終わります。 

    

 認定第２号平成１９年度決算の認定について 

○議長（行重 延昭君） 認定第２号を議題といたします。理事者の補足説明を求めます。

市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 認定第２号平成１９年度決算の認定について御説明申し上げま

す。 

 この決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、監査委員の意見を付し

て、議会の認定をいただくものでございます。 

 なお、地方自治法第２４１条第５項の規定によりまして、定額基金の運用状況を示す書

類及びこれに対する監査委員の意見書をあわせて提出いたしております。 

 また、決算の各部門における、主要な施策の成果を説明する書類も資料として配付いた

しておりますので、ごらんいただきますようお願い申し上げます。 

決算の概要を申し上げますと、一般会計におきまして予算現額３６４億４万３，３３７円

に対しまして、収入済額は３５３億１，８２９万９，７６０円、支出済額は３４３億５２９

万１，４７１円と相成り、歳入歳出差引額は１０億１，３００万８，２８９円の歳入増と
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なりますが、繰越明許費及び継続費繰越金として、翌年度へ繰り越すべき財源が１億６，５１１

万２，４５１円必要となるため、実質収支で８億４，７８９万５，８３８円の黒字決算と

なっております。 

しかしながら、引き続き厳しい状況にあることを十分に認識し、効率的な行政運営と

財政の健全化に、なお一層の努力を傾注してまいる所存であります。 

次に、特別会計でございますが、まず、競輪事業特別会計につきましては、予算現額

１３３億３，３２６万１，０００円に対しまして、収入済額は１２８億９，９４１万３，６９７

円、支出済額は１２６億４，１９１万９，１５４円と相成り、歳入歳出差引額２億５，７４９

万４，５４３円を翌年度へ繰り越しているものでございます。 

次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、予算現額１１７億６，６７１万３，０００

円に対しまして、収入済額は１１９億３，１２８万５，７１７円、支出済額は１１６億２，６１８

万６１円と相成り、歳入歳出差引額３億５１０万５，６５６円を翌年度へ繰り越している

ものでございます。 

 次に、索道事業特別会計でございますが、予算現額７，２９２万７，０００円に対しま

して、収入済額、支出済額とも６，９１３万７，５８２円と相成り、歳入歳出差引額は、

ゼロとなっております。 

 次に、と場事業特別会計でございますが、予算現額１，１５６万８，０００円に対しま

して、収入済額、支出済額とも１，０５６万９，５３１円と相成り、歳入歳出差引額は、

ゼロとなっております。 

 次に、青果市場事業特別会計でございますが、予算現額９，１３９万３，０００円に対

しまして、収入済額、支出済額とも８，８７２万７１７円と相成り、歳入歳出差引額は、

ゼロとなっております。 

 次に、同和地区住宅資金貸付事業特別会計でございますが、予算現額２億２，２９０万

７，０００円に対しまして、収入済額は２，３２８万７，４０６円、支出済額は２億２，２２２

万５，２５２円と相成り、差引不足額１億９，８９３万７，８４６円を翌年度歳入から、

繰上充用いたしております。 

次に、公共下水道事業特別会計でございますが、予算現額６７億９，３１９万７，９５０

円に対しまして、収入済額は５５億１，２６７万４，０１７円、支出済額は６１億５，５３２

万２，０４７円と相成り、差引不足額６億４，２６４万８，０３０円と、繰越明許費とし

て翌年度へ繰り越すべき財源の３，１７０万２，４５０円を合わせた６億７，４３５万

４８０円を翌年度歳入から、繰上充用いたしております。 

 次に、駐車場事業特別会計でございますが、予算現額３，０９７万８，０００円に対し
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まして、収入済額は３，０９６万９，５８３円、支出済額は１，０６７万６，６２８円と

相成り、歳入歳出差引額２，０２９万２，９５５円を翌年度へ繰り越しているものでござ

います。 

 次に、交通災害共済事業特別会計でございますが、予算現額２，２３９万９，０００円

に対しまして、収入済額は２，０９３万２，０５６円、支出済額は１，３５７万９，２０７

円と相成り、歳入歳出差引額７３５万２，８４９円を翌年度へ繰り越しているものでござ

います。 

次に、老人保健事業特別会計でございますが、予算現額１２４億４，８７７万５，０００

円に対しまして、収入済額は１２１億１，５１７万５，５５５円、支出済額は、１２１億

９，９４３万５，１３０円と相成り、差引不足額８，４２５万９，５７５円を翌年度歳入

から、繰上充用いたしております。 

最後に、介護保険事業特別会計でございますが、予算現額７４億３，２００万１，０００

円に対しまして、収入済額は７４億３１０万７，２１４円、支出済額は７２億５，４４９

万７，９９９円と相成り、歳入歳出差引額１億４，８６０万９，２１５円を翌年度へ繰り

越しているものでございます。 

 以上、一般会計及び特別会計それぞれの決算概要を簡単に御報告申し上げましたが、先

ほど申し述べましたように、監査委員の審査意見書その他関係附属書類をお届けいたして

おりますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本件に対する質疑を求めます。２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） 監査委員のほうに、ちょっとお尋ねをいたします。 

 昨年のこの決算においては、いわゆるお茶の問題というのがありました。それについて

は、１８年度については不承認という形で、その問題が１９年度も、年度の途中まであっ

たということであります。もちろん、市におかれては、議会の指摘に対して、その後、私

は適正な対応がとられたんだというふうに考えておりますが、議会で不承認をされた事案、

そして、そのことによるんだろうと思いますが、当時の監査委員さんはお二人ともそれで

辞職をされるということであったわけです。 

 そういうことを考えると、この監査報告の中にそういうことがあって、その後、かくか

くしかじかで適正に対処されたというような記述があってもおかしくはないんじゃないか

と思いますが、そのことについては、関連の競輪のところでも、あるいは全体の結びとい

うところでも一切触れられておりませんが、こういうことについて触れるべきではないか

と思いますが、これについての監査委員の御意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君） 和田監査委員。 
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○監査委員（和田 康夫君） 昨年、住民監査請求を出されたわけでございますが、監査

結果として、私どものほうもそれぞれ監査委員の判断、あるいは監査委員の意見というも

のを、その監査結果の中に述べておりますし、またその内容について公表もいたしておる

ところでございます。 

 したがいまして、今回、決算の意見書の中にそのことについて、また改めて記載をする

必要はないというふうに、私どもは判断をしたところでございます。 

○議長（行重 延昭君） ２３番、田中議員。 

○２３番（田中 健次君） 住民監査請求というものが出されて、それについて監査結果

というのが示されたということなんですけども、実は、つい最近まで、私はそういう結果

ということについて十分に知っておりませんでした。そういうものが出れば、それはそれ

なりにあるかもしれませんが、住民監査請求が出なければ、当然、監査意見書の中にはそ

ういうものが盛り込まれなければならないと思うのですよね。 

 そうやって考えると、やはり簡単な形であっても、この中に盛り込まれるべきではなか

ったかと、こういう意見を申し上げて、私の質問は終わります。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） 今、監査委員がそのように申されましたけど、じゃあ早速、確

認の意味で、整理する意味でちょっとお聞きしたいんですが、平成１８年度の決算審議に

おいて、本庁等の各部署のお茶の問題ですが、行政改革という視点に立って５万円未満の

ものに対して随意契約をしたというふうになりまして、７８％ぐらいが株式会社松うらで

あったということでございます。 

 私はここで、公平・公正の観点で、以前、入札すべきではないかというふうに御指摘し

ましたけども、その後どのようになったのか。今年度も含めまして実際どのように、今、

現状はどうなのか。そしてまた、民間業者に、今、委託している悠久苑の待合室のお茶が、

以前、クリーンセンターから持ち込まれていて、偽装請負の疑いがあるのではないかと。

契約書にも湯茶サービスと明記されておりまして、それをまた市が、そこへ運んで扱って

いただいておるというようなことでございましたけど、その後どのように改善されたのか、

２点ほど、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君） 総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君） 私のほうからお答えさせていただきますが、まず、随契を

入札に切りかえたかということでございましたが、これは財務規則の範疇でございまして、

５万円以下の物品につきましては、何ら問題はないということで、今までどおり執行いた

しております。 
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 ただ、購入先につきましては、そういった御意見も昨年度いただきましたので、各課に

おいては、それぞれの判断の中ではやっておると思いますが、私のところの所管いたしま

す総務関係で、秘書室あたりは、今は業者を交代といいますか、順番で購入させていただ

いておるという現状であります。 

 以上であります。 

○議長（行重 延昭君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（古谷 友二君） それでは、斎場におけるお茶のサービスについてとい

う御質問でございます。 

 これにつきましては、決算書の事項別明細書２３２ページから２３３ページ、４款衛生

費２項斎場費１目斎場費１１節需用費の中の食糧費で３万４，６５０円というのがござい

ます、これが該当いたします。平成１９年度につきましては、３者から計５回、購入して

おります。 

それでもう１点の、要するに偽装請負云々の話でございますけれども、以前にも申し

上げましたように、全体の契約にかかわるものにつきましては、斎場火葬業務委託契約と

いうことで、相手の受託の会社とこういった委託契約を結んでおるわけです。 

その中でトータル的に物を見ますと、これは我々の考え方とすれば、労働者派遣事業

と請負の違いの点なんですけれども、この中で労働者派遣事業と請負により行われる事業

との区分に関する基準が、昭和６１年４月１７日労働省告示第７３号によって請負となる

基準ということで、まず１点「自己の雇用する労働者の労働力をみずから直接利用するこ

と」、それから第２点が「請負業務を自己の業務として、相手から独立して処理するこ

と」と、こういうことがございます。 

この２点目の、請負業務を自己の業務として相手方から独立して処理することの中に、

ハといたしまして「自己が調達する機械、設備、器材、材料、資材を利用し、または、み

ずからの企画やみずからの専門的技術や経験に基づいて業務を処理する」ということでご

ざいますので、全般的な物の見方からすれば、これは偽装請負には当たらないと。 

詳細な、このお茶の件でございますけれども、我々の基本的な考え方というのは、お

茶の業者に委託しておりますのは、湯のポットに対して、湯を入れてそれを備えておくと

いうことを、基本的に物を考えております。したがいまして、お茶をプラスアルファで出

すというのは、これは貸館の関係からのサービスという観点から、クリーンセンターのほ

うから支出しているという考え方でございます。 

現状におきましても、そのような形で取り扱っております。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

 - 272 -



○８番（松村  学君） １９年度の１２月に１８年度の決算をしたわけです。その後、

順番でということでございましたけど、もう少し詳しく、ちょっと教えていただければ、

後ろに総務課長さんがいらっしゃるようですから、全体的にですね。 

 ２０年度から食糧費は、一応なくなったということでございますけども、やはり、会議

等でお茶がいる場合はあると思うんですよね。だから、その辺の考え方ですよね。今後ど

ういう、何ていいますか、要るときはやっぱり要るんですけど、どこから出てくるのかと

か、どこからそういう予算を引っ張ってくるのかとかですね、要る場合については、どう

いう考え方でお茶を発注していくのか、その辺、もう１回改めて、ちょっと確認させてく

ださい。 

○議長（行重 延昭君） 暫時休憩します。 

午前１１時２１分 休憩 

    

午前１１時２４分 開議 

○議長（行重 延昭君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） 食糧費の原則的な考え方ということでございますが、原則

廃止ということでやっておりますが、まだ、やむを得ない部分については、どうしても必

要というようなところについては、これは予算付けをいたしております。 

○８番（松村  学君） 何の枠ですか。どこの費目から出すのですか。 

○財務部長（吉村 廣樹君） これはそれぞれの各予算の費目、例えば、総務課が必要に

なれば、それぞれの一般管理費とかですね。そういったそれぞれの部分で、必要な部分に

ついては予算計上いたしております。 

 それからもう１点は、１９年度の、今、予算付の状況だろうということなんですが、決

算におきましては……。すみません、１９年度の食糧費の決算の状況ということでござい

ますか。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） だから、これ質問回数に入りますか。ちょっと、要は――これ

最後になってしまうんでしょうかね。今ちょっと、確認、私の要は、さっきの質問に対す

る確認でしょ。 

○財務部長（吉村 廣樹君） はい、確認です。 

○８番（松村  学君） もう１回くらい質問したいんですけどね。これは回数に入るん

ですか。いいんですか。 

○議長（行重 延昭君） 大丈夫です。いいです。 
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○８番（松村  学君） 大丈夫ということなんで。要は、あと発注の方法ですよ。今ま

で随契で出しよったわけでしょう。だけど、１９年度、指摘があって、変わったという話

は、聞いたことがあるんです。ただ、どのように変わったか、私はわからないんで、それ

を教えてほしいと、そういうことなんです。 

○議長（行重 延昭君） 財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） 発注の形態がどのように変わったかということでございま

すが、これはあくまでも財務規則どおりにのっとってやっておりますので、先ほど、総務

部長もちょっと答えましたように、例えば５万円未満のものは引き続き随契でできるし、

それ以上の物品なんかで８０万円以上でしたら、これはもう競争入札でやるということに

なっています。 

 それと、私ども、議員さんの御指摘がございましたので、随意契約の勉強会を開きまし

た。昨年の１２月から監査委員、それから会計、入札検査室、そして財政を含めまして、

数十回にわたりまして勉強会をやりまして、さらに、マニュアルを作成しました。フロー

チャート、そういったものを作成いたしました。そしてさらに、この２月には、庶務担当

係長、あるいは部次長全部招集いたしまして、二度とこういうことがないように随意契約

の勉強会をいたしております。そしてまた、この１０月には予算編成会議もございます。

こういった中でも重々と、もうくどいほど、こういったことが、簡単なミスがないように、

この辺のことは、重々申しつけるつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） 総務部長さん、あと詳細は、業者の詳細。 

○議長（行重 延昭君） 総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君） 詳細の内訳ということですか。 

○８番（松村  学君） はい。 

○総務部長（浅田 道生君） 総務関係しか、私のほうは所管しておりませんですから、

全体的には、今、言いましたように登録業者の中から、いわゆる財務規則の範疇であるな

ら、選択をして購入してくださいよということは、先ほど言いましたように、昨年の決算

以降、そういった配慮をしていただいておるというふうには考えております。 

 特に、私ども総務関係につきましても、それ以降につきましては、他の業者さんにお願

いをするということにもしておりますし、結果として発注もいたしております。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） 最後に確認しますが、１９年度はどうだったかわかりません。
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２０年度は、もうなんか２者ぐらいしかお茶の納入業者がいないということでございます。 

今、順番にとおっしゃいましたけど、その順番にも、やっぱり何と言いますか、予算

額等々、だから例えば、先にＡ社、次にＢ社、Ａ社、Ｂ社と繰り返すんでしょうけど、多

かったり少なかったり、やはり予算的なものがあると思うんですね。だから、その辺の金

額的なものは、なんかある程度均等になっておるのか、それともなんか普通に順番になっ

ておるのか、その辺だけちょっと１回確認して、それで終わります。 

○議長（行重 延昭君） 総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君） 私どもの、今、総務関係でしたら、順番にって、金額まで

配慮した気はしておりませんが、結果としては、年に４回程度しか発注いたしておりませ

んから、大体、その発注時においては平均的な発注量、発注金額になるというふうに考え

ておりますから、今までの実績では、今、言いましたように年に４回ですから、単純に言

えば、２者業者さんがいらっしゃれば、半分ずつということにはなろうかと思います。 

 量、あるいは金額についても、発注時期が大体、今、言いました４回ですから、ほぼ均

一的にはなろうかというふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君） １３番、大村議員。 

○１３番（大村 崇治君） 競輪事業特別会計で若干お尋ねしておきます。 

 御承知のように、１８年度決算の不認定の要因になったのは、競輪局のお茶にかかわる

随意契約の問題でございます。 

これらを踏まえまして、競輪局では、１９年１２月をもって契約を解除され、２０年、

この新年度から指名競争入札により、西日本ビバレッジ防府支店と契約し、自動給茶機７

台を設置されたと伺っております。このように改善されておる傾向でございます。非常に

いいことでございます。 

そこで要点だけ、ちょっとお尋ねしておきます。詳しくは委員会のほうで、さらに御

審議をお願いしたいと思っております。まず、４点お願いします。 

昨年１２月契約解除から、先ほど申しました新しい給茶機設置に至る経過報告といい

ますか、それをまず御説明願います。 

２点目、２０年の１月に紙コップ３万９，０００個、指名競争入札で購入されており

ます。仕様書によりますと、今まで使用されていた紙コップと同類品であることが見受け

られるわけでございます。そこで、この紙コップを購入した理由、まず１点ですね。 

３点目、物品指名登録業者は何者あったのか。その中にお茶の松うらが入っていたの

かどうか。 
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４点目、落札額と単価、それから予定価格、まずそのことをお尋ねします。 

○議長（行重 延昭君） 財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） １点目が、今、昨年の１２月に解除しての経営のいろいろ

な経過の報告ということでございました。これにつきましては、御承知のように昨年１１

月２６日、臨時議会におきまして、市長の行政報告の中で株式会社松うらと合意解除して

いただくということでございました。 

それで、早速１２月１２日に合意解除させていただきました。それをさせていただき

ましたが、その時点ではお茶と湯と水、このファンサービスをさせておりましたけれど、

１月からは暫定的な措置で競輪局に４つほど食堂があるわけですが、その食堂で先ほど自

動給茶機とおっしゃいましたけど、自動販売機で４台、これを設置して、ことしの３月ま

で代替でやらさせていただきました。 

 ですから、この自動販売機は４台でございまして、お茶しか取り扱いができなかった。

そういったことで湯と水が従来からのサービスができなかったということで、あえてこの

湯と水については、引き続き３月までは自動給茶機でサービスをさせていただいたという

ことで、コップだけが３月まで必要であったということで、これを、競争入札をさせてい

ただいたということでございます。 

 それで、今おっしゃいました２点目が、何者さんかということでございますが、これは、

私ども指名競争入札の中に登録されている会社１３者ございましたので、全部呼びかけま

した。そのうち５者がお見えになりまして、その中から、これは見積り合わせでございま

したけれど、５者でございました。 

 その中で、一番単価的に低かったのが、先ほどおっしゃった２円９９銭でございます。

そして２番札が、これはＢ者と言わせていただきますが３円５０銭、そして３番札が３円

７８銭、４番札が４円、そして５番札が４円４０銭と、平均が３円７３銭４厘ということ

でございます。 

 ですから、合意解除する前は税抜きで３円４０銭でしたんですけれど、２番目以降はそ

れ以上高い値段であったということでございます。 

 それから、お茶の松うらが入っておったかということでございますが、これにつきまし

ては紙コップでございますので、日用雑貨という登録の中にはございませんので、株式会

社松うらさんは入っていらっしゃらないということでございます。 

以上でございます。 

○議長（行重 延昭君） １３番、大村議員。 

○１３番（大村 崇治君） 予定価格がまだ、聞いておりませんね。それから、お茶の松
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うらさんが入っておらないと。しかし、実質、平成７年から今日まで実績があったわけで

すね。それはいわゆるコップということで、消耗品というか物品ということで、切り離し

た考えでいかれたんですか。その辺がちょっと、２点、もう１回聞いておきます。 

○議長（行重 延昭君） 財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） ちょっと予定価格については、ちょっと今、私ども急な質

問でしたんで調べておりません。 

それと、今、申しましたように日用雑貨ということでございますので、そちらのほう

のコップについては、日用雑貨のほうの部類でございますので、そちらのほうで入札をや

らさせていただいたということでございます。 

○議長（行重 延昭君） １３番、大村議員。 

○１３番（大村 崇治君） あとは、先ほど言いましたように、委員会でさらにお願いし

たいと思います。 

 お茶の松うらさんは、ずっと７年間、今日まで、それぞれ紙コップも別に見積書を出し

ておられるわけですね。そうしたことからしたら、非常に実績があるわけですから、私が

尋ねておるわけですが、それはまた、いいです。 

 それから、私の昨年の１２月の一般質問で、財務部長さんは、価格の問題で他の競輪場

と比べたら、入場者数、取扱量が圧倒的に他場が多いと、そういうことを申しておられま

したけど、今回の落札価格と従前の単価との価格差というのが、たまたまでしょうが、歴

然たる差が出ておりますね。そういうことからして、さらにこの問題は特別委員会におい

て御審議を賜るようお願いして終わります。 

○議長（行重 延昭君） 財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君） これは、先ほど２円９９銭と３円４０銭の違いをおっしゃ

ったんだろうと思うんですけれど、３円４０銭の場合は、これはお茶の葉とコップ、これ

を一体的にみなして契約しておると。というのは、これ事務簡素化ですね。お茶の葉っぱ

がなくなるころには、多分コップもなくなるだろうというふうなことで、そういった簡素

化。そして経費、２つ一緒に頼むことによって経費の削減ができるという観点から、平成

７年から延々とやっておるものでございまして、今回はたまたまそういったコップでござ

いますが、コップだけの必要性が出てきたということでの比較でございますので、私はこ

れは比較する土壌がちょっと違うんじゃないかと、こういうふうな観点で思っております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君） １３番、大村議員。 

○１３番（大村 崇治君） 財務部長がそこまで答弁するなら、またもとに戻りますよ。

 - 277 -



もとの出発が、他市の競輪場やら、もともと特殊なものということで、近畿物産と随契を

他市は皆やってきとるんですよね。その原点にさかのぼってくるから、その話は今ここで

したらやぶ蛇じゃないですか。それは、そんと言われるんなら委員会でどんどんやってい

ただきたいと思います。 

それと、いずれにしても、素直にやっぱり受けとめていただきたいということだけ、

ここで申しておきます。 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結してお諮りいたします。本件については、なお審査

の要があると認めますので、１３名の委員をもって構成する一般・特別会計決算特別委員

会を設置し、同委員会に付託の上、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、認定第２号につきまして

は、１３名の委員をもって構成する一般・特別会計決算特別委員会を設置し、これに付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。 

 これより、一般・特別会計決算特別委員会の委員を防府市議会委員会条例第８条第１項

の規定により、次のとおり御指名をいたします。 

 事務局長より報告いたさせます。 

○議会事務局長（中村 武文君） 御報告いたします。敬称は省略させていただきます。 

 馬野議員、河村議員、久保議員、斉藤議員、佐鹿議員、重川議員、中司議員、原田議員、

藤本議員、山下議員、山田議員、山本議員、横田議員、以上の１３名でございます。 

○議長（行重 延昭君） ただいま報告いたしましたとおり、一般・特別会計決算特別委

員会委員にそれぞれ御指名したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、一般・特別会計決算特別

委員会委員には、ただいま御指名いたしました方々を選任することに決しました。 

 ここで、特別委員会の正副委員長の互選をお願いいたします。 

 委員会開催のため、暫時休憩をいたします。 

 なお、委員会の開催場所は１階の議会運営委員会室ですので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、お願いします。 

午前１１時４２分 休憩 

    

午前１１時５３分 開議 
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○議長（行重 延昭君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

休憩中に委員会が開催され、正副委員長が選出されましたので御報告をいたします。 

委員長には馬野議員、副委員長には河村議員、以上でございます。 

    

 議案第６９号工事請負契約の締結について 

○議長（行重 延昭君） 議案第６９号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第６９号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。 

 本案は、当初予算で御承認をいただいております同報系防災行政無線整備工事の請負契

約の締結についてお諮りするものでございます。 

 工事の内容につきましては、災害時等における地域住民への情報の伝達等のための無線

局等を設置するものでございます。 

お手元の参考資料にお示ししておりますとおり、制限付き一般競争入札の公募により

参加のありました沖電気工業株式会社・有限会社防府電設共同企業体ほか２共同企業体に

より入札を行いました結果、すべての共同企業体が本市の定める低入札価格調査基準価格

を下回ったため、その内容を調査・審議した結果、最低の価格で申し込みのあった共同企

業体において、本契約の内容に適合した履行が可能であると判断し、その申し込みをした

株式会社富士通ゼネラル・成長機電株式会社共同企業体を落札者と決定いたしましたので、

これと契約を締結しようとするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本案に対する質疑を求めます。２６番、久保議員。 

○２６番（久保 玄爾君） 今の報告を聞いておりまして、１つ疑問に思うことがあるん

ですが、予定価格を設定するときの資料をどういうふうにとってやられるのか。全部が予

定価格より下であったというのがどうも解せないんですけど、その辺はどうなんでしょう

か。予定価格を決められるときに、いろんな資料を取ってこの価格というふうにされると

思うんですけど、その辺ちょっとどうなっているのか。 

○議長（行重 延昭君） 入札検査室長。 

○入札検査室長（安田 節夫君） 今回の工事については、製品の単価がございませんの

で、標準単価がないので、国内の８業者から見積もりを徴取いたしまして、その見積額の

上限下限の異常値を外しまして、残りの最低価格、これを製品の単価として予定価格を設

定をしております。 
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 以上です。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） 今回、低入札で一応契約をしていくことになりますけども、今

後、この防災無線にかかってくる保守点検等々ちゅうのは、どのようになってくるんか。

入札されてやるんか、それともやはりこういう特殊な業者がやっていかれるようになるの

か、その辺ちょっと確認させてください。 

○議長（行重 延昭君） 総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君） 保守点検につきましては、いわゆる今年度の３月末には完

成をするという予定でございますから、新年度において保守契約をするということになろ

うかと思います。業者につきましては、今、まだ検討いたしておりません。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君） ８番、松村議員。 

○８番（松村  学君） 昔、よく１円入札というのがありまして、大体落札した業者が

保守点検をずっと受け持っていく、特殊なもんでございますんで、なかなかほかのメーカ

ーではさわれないというのもあります。 

 その中で、やはり保守点検料というのがすごいかぶされた金額に、今後なってくるケー

スが多いんですね、ほかの自治体でも。その辺は技術的によく精査されまして、その保守

点検等々に当たっていただきたいと、これ要望でございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第６９号については、

原案のとおり可決されました。 

    

 議案第７０号防府市議会委員会条例中改正について 

○議長（行重 延昭君） 議案第７０号を議題といたします。提出者の補足説明を求めま
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す。２６番、久保議員。 

〔２６番 久保 玄爾君 登壇〕 

○２６番（久保 玄爾君） 議案第７０号防府市議会委員会条例中改正について御説明申

し上げます。 

 本案は、次回一般選挙から議員の定数が２７人になることに伴い、常任委員会の名称、

委員定数及びその所管を改めようとするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） 本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第７０号については、

原案のとおり可決されました。 

    

 議案第７１号防府市議会図書室条例及び防府市議会政務調査費の交付に関する条例中改

正について 

議案第７２号防府市議会会議規則中改正について 

○議長（行重 延昭君） 議案第７１号及び議案第７２号の２議案を一括議題といたしま

す。提出者の補足説明を求めます。２６番、久保議員。 

〔２６番 久保 玄爾君 登壇〕 

○２６番（久保 玄爾君） 議案第７１号防府市議会図書室条例及び防府市議会政務調査

費の交付に関する条例中改正について及び議案７２号防府市議会会議規則中改正について、

一括して御説明申し上げます。 

 本２議案は、地方自治法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。

なお、防府市議会会議規則の改正につきましては、法において、議案の審査または議会の

運営に関し、協議または調整を行うための場を設けることができることとされたことから、
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本市議会においても全員協議会等について、議会活動としての位置づけを行うものでござ

います。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君） ただいまの補足説明に対して、一括して質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 質疑を終結してお諮りいたします。ただいま議題となっており

ます２議案については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、一括して討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 討論を終結してお諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第７１号及び議案第７２号の２議案については、原案のとおりこれを可決するこ

とに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第７１号及び議案第

７２号の２議案については、原案のとおり可決されました。 

    

常任委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（行重 延昭君） 次に、常任委員会の閉会中の継続調査についてをお諮りいたし

ます。 

 各常任委員長から、委員会において調査中の所管事務について、防府市議会会議規則第

１０１条の規定により、お手元に配付しております申し出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出がありました。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すること

に御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君） 御異議ないものと認めます。よって、各常任委員長からの申し

出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。 

    

○議長（行重 延昭君） 以上で、今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたし

ました。これをもちまして、平成２０年第３回防府市議会定例会を閉会いたします。長時

間にわたり慎重な御審議をいただき、ありがとうございました。お疲れでございました。 

午後 ０時 ５分 閉会 
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